
障害のある従業員の能力把握と職域開発 

 

○湊 美和  （株式会社リクルートオフィスサポート 事業支援部 部長） 

奥本 英宏 （株式会社インディードリクルートパートナー リクルートワークス研究所） 

石川 ルチア（株式会社インディードリクルートパートナー リクルートワークス研究所） 
 

１ 労働供給制約社会の到来 多様な人材の活用を 

日本の労働市場では労働需要が供給を上回る状況が続い

ている。帝国データバンク１）によると人手不足を理由と

する倒産は2024年に累計342件と過去最多を更新した。ま

た、リクルートワークス研究所２）の予測では、対策を講

じなければ2040年までに1,000万人以上の労働力が不足す

るとされている。 

持続的に事業を運営していくためには、従来とは異なる

人材活用の工夫が不可欠だ。すでに多くの企業が女性、高

齢者、外国人などの多様な人材の活用を進めているが、障

がい者に関しては取り組みが十分に進んでいない。厚生労

働省３）によると、中小企業において法定雇用率（2.5％）を

達成している割合は44.3％〜49.1％にとどまり、半数に満た

ない。また、雇用されている障がい者の多くは職場内での

役割が固定化しており、個人の強みを活かしきれていない。 

本研究では、障がい者の雇用を持続的成長や経営戦略と

して捉えている企業の取り組みを通じて、障がい者の戦力

化に必要な制度や支援のあり方を明らかにする。 

 

２ 能力発揮と成長支援のためのモデル 

本研究では、障がい者雇用で先行する事業者13社と就労

支援機関への聞き取り調査、ならびに障がい者雇用の有識

者との対話を行った。その結果、障がい者の職場における

能力発揮と成長支援には、３つのプロセスと２つの組織的

支援が欠かせないことがわかった（図１）。 

図１ ３つのプロセスと２つの組織的支援 

 

３つのプロセスとは、募集から入社後までの「１．採用

における能力把握」、個人の強みや働き方の志向に応じて

行う「２．多様な個性に合わせた仕事のデザイン」、本人

の意思や成長段階に応じて進める「３．仕事の段階的な拡

大」である。２つの組織的支援とは、個人に対する「４．

日常的な活動のフォロー体制」と、組織レベルで行う「５．

組織の仕組み・運営の整備」である。以下に、それぞれの

要素について詳述する。 

 

３ 採用における能力把握 

障がい者の能力を把握するには、従来の書類選考・面

接・適性試験だけでは不十分である。同じ障害であっても

特性や困難の度合いは異なり、本人が自らの適性を認識し

ていない場合も多いからだ。 

有効な手法のひとつが「実習」だ。就労支援施設や特別

支援学校から広く募り、５日～２週間程度の実習を複数回

実施する。通常業務のなかから未経験者でもできる比較的

簡単な業務を任せて、表１に示した確認ポイントで適性や

能力を把握する。長期にわたる実習は手間がかかると思わ

れがちだが、ミスマッチ防止や外部支援者との関係構築に

つながり、定着率を高める安全かつ確実な方法である。 

 

表１ 採用プロセスにおける確認ポイント 

  

４ 多様な個性に合わせた仕事のデザイン 

個人が能力を最大限に発揮するためには、障害の特性だ

けでなく、本人の適性、関心、希望する働き方などを総合

的に考慮した業務アサインが重要である。ここでは、「仕

事の進め方（状況判断力×手順遵守力）」「他者との関わ

り方（自己完結×チーム連携）」の２軸から、先進企業に

見られる業務の特徴を整理した（図２）。 

 図２ 仕事の進め方×他者との関わり方から見た適合業務 
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A. 個人裁量業務：完成形や納期が明確に定められており、

業務の手順やスケジュールを含め、本人の裁量で遂行

する業務である。求められるスキルはある程度限定さ

れるが、技術や知識の習熟に伴い専門性が高まる。 

B. 専門職補助業務：専門職の補助的な役割として、チー

ム体制の中で遂行する業務である。一定の品質や正確

性が求められるため、訓練を通じたスキルの習得が必

要となる。 

C. 個人定型業務：マニュアル化・標準化された業務であ

り、未経験者でも取り組みやすい。初期段階の業務と

して適している。 

D. チーム協働業務：共通の目標に向かって、他の社員と

協働して遂行する業務である。業務全体の工程の理解、

ルールの遵守に加え、自身の状況を他者に適切に伝え

る能力が求められる。 

 

５ 仕事の段階的な拡大 

仕事を拡大するにあたっては、段階的に仕事の裁量を高

めリーダー的役割を目指す「スモールステップアップ」と、

１つの業務の習熟度を深めて近接する業務に広げる「ス

モールエクスパンション」の２つの方向性がある（図３）。

どちらにおいても①本人の能力と希望を踏まえること、②

無理のない範囲から段階的に進めること、③困難が生じた

場合には元の業務へ柔軟に戻すことが重要である。障がい

者は成長ペースの個人差が大きく、苦手な作業が障壁とな

る場合もあるが、伝え方の工夫、工程の見直し、機械化な

どにより解消できることも多い。先進企業では、こうした

取り組みを通じて、多様な人材が働きやすい職場環境の整

備を進めている。 

図３ 段階的な仕事の拡大モデル 

 

６ 日常的な活動のフォロー体制 

配属先では特定の関係者に任せるのではなく、上司や同

僚に加えて、生活面や就職活動を支えてきた社外の支援者、

社内の中立的な支援機能の３者で支えることが重要である。

中立的な支援機能は、配属先の職場と障がい者との間に立

つクッション役として機能し、外部機関との連携も担う。

継続的な支援が可能なため、中長期的な能力開発やキャリ

ア形成にも関与することができる。３者が連携することで、

特定の関係者に負担や情報が集中することなく、安定的か

つ持続可能な障がい者雇用体制の構築が可能となる。 

 

７ 組織の仕組み・運営の整備 

障がい者が能力を発揮し、成長しながら働き続けるため

には、組織全体で働きやすい環境を整えていくことが必要

だ。先進企業に共通する４つの工夫を紹介する。 

①柔軟な働き方の導入：テレワーク、フレックスタイム、

短時間勤務など、個々の事情に応じた勤務形態の提供。 

②業務の共有・分担体制の整備：主担当・副担当の設定、

作業手順書の作成、進捗の記録・共有による業務の可視

化と協働促進。 

③ICTツールの活用：体力や言語能力にかかわらず業務が

遂行できるよう、ICTを活用した環境整備。 

④段階的な評価制度の導入：３カ月や半年ごとの達成評価、

キャリアの志向に応じた基準設定などにより、個人が成

長を実感しやすい制度設計。 

 

８ 障がい者雇用を契機に全従業員が活躍できる環境を 

誰もが働きにくさを感じる場面があるなかで、障がい者

が力を発揮できる環境を整えることは、すべての働く人に

とっての快適な職場づくりに通じる。今後はテクノロジー

の進化も追い風となるだろう。近年は、デジタルツインや

パーソナライズされた大規模言語モデルの活用により、

個々のスキルや意思決定傾向を可視化し、より適切な業務

設計が可能となっている。障害の有無を問わず、その人の

力を引き出す働き方の実現に向けて、制度・技術の両面か

らのアプローチが求められる。 

障がい者の戦力化には、職場全体に応用できる普遍的な

ヒントが多数ある。本研究が障がい者雇用に不安を抱える

企業が一歩を踏み出す一助となり、多様な人材の活躍につ

ながることを期待する。 
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